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（添付書類）

①

② アスファルトの試験成績表（メーカーの試験結果）

③ アスファルトコンクリート再生骨材の品質報告書（様式第６号）

④ 再生アスファルトの性状試験成績表（様式第７号）

⑤ 室内配合設計書

⑥ 現場配合設計書

⑦

⑧

（２）試験練り立会い検査実施

● 検査内容は静岡県の検査内容を準用する。（別紙１検査内容参照）

加熱アスファルト混合物の承認手続きは、以下の「フローチャート」のとおりとする。

アスファルトプラントは試験練り立会い検査申請書（様式第１号）に必要な
書類を添付して技術政策課に申請する。

静岡市加熱アスファルト混合物の承認手続きについて　　

加熱アスファルト混合物の承認手続きは、静岡県におけるアスファルト混合物の承認手続き
を準用する。

加熱アスファルト混合物の承認手続きフローチャート

骨材試験成績表（静岡県施工管理基準の様式38－１を準用）

抜き取り骨材保管・利用計画書(場内配置図添付）

溶融スラグの品質検査書（写し）…市発行（溶融スラグ使用の場合）

（１）加熱アスファルト混合物の現場配合試験練り立会い検査申請（アスファルトプラント）

● 検査日は申請者に通知する。

●

●

● 申請者は試験練り立会い検査結果書を作成し、技術政策課に提出する。

（提出書類）

① アスファルト量の抽出試験

② 粒度分布試験

③ 温度測定

④ 基準密度

⑤ その他必要な試験

（４）申請者（アスファルトプラント）に通知

● 技術政策課から検査結果通知書（様式第２号）を申請者に通知する。

　※現場配合設計決定表（様式第５号）を添付

（５）関係部署に通知

●

　※現場配合設計決定表（様式第５号）を添付

（６）通知した加熱アスファルト混合物の有効期限　

通知書に記載（１年間）　《県の基準を準用する。》

（３）試験練り立会い検査結果書の作成、提出

申請者は試験練り室内試験結果を速やかに技術政策課に提出する。

技術政策課から検査結果通知書（様式第３、４号）を市関係部署及び県関
係部署（道路保全室）に通知する。

検査立会い者は技術政策課工事検査員とする。


